
ここが危ない！シニアの消費者被害
～事例でわかる傾向と対策～

講師 原 琢磨（消費者支援ネット北海道・事務局長）
日時 ２０２２（令和４）年７月２７日午前１０時～

わたしの生き方セミナー いつまでも自分らしく～終活２０２２～



出典：KCCNのHP公表
資料



本日お伝えしたいこと

① 「必ず騙されます」

② 「被害に遭わない／できるだけ小さくする」
ための傾向と対策

③ 一緒に見守りに参加しませんか？
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「必ず騙されます」

事業者は「プロ」 →「必ず騙されます」
騙される方に落ち度はありません。

「こんなうそくさい話に騙されたのかねえ（笑）」×
→明日のあなたです。

「なんでこんな話に騙されたの！！」×
→言ってはいけません。



「必ず騙されます」

どうしたらいいのか？

騙される前提で 事前の対応 をとっておく

騙されても 被害を最小限 にとどめておく

騙された！というときの 初動と相談窓口
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傾向と対策

出典：令和４年版 消費者白書



傾向と対策

出典：令和４年版 消費者白書



傾向と対策

出典：令和３年版 消費者白書



傾向と対策



傾向と対策

訪問購入／訪問販売 点検商法

国民生活センター見守り情報より



傾向と対策

・最近多いのは

「サポート系」

・訪問販売／訪問購入

① 不意打ち

➁ 密室・強引さ

・予防→ステッカー

・被害に遭ったら

→クーリング・オフ



傾向と対策

光卸し／アナログ戻し 送り付け商法

国民生活センター見守り情報より



傾向と対策

・電話による特殊詐欺

・電話勧誘販売への
対応

留守番電話



傾向と対策
出典：シャープ㈱



傾向と対策

・電話勧誘販売の問題点

① 不意打ち

➁ 事業者が見えない

強引さ

→クーリング・オフが

使えます。

・送り付け商法

契約は成立していません

① 承諾しない

・代金払わない

➁ 事業者が

引き取らない

→到着日から２週間を

経過したら保管不要
特定商取引法の改正により、届いた商品は、
現在は、即時処分が可能となっています。



傾向と対策

インターネット通販：定期購入

出典：国民生活センター見守り情報
国民生活センター発表情報より

→法律改正で，消費者が契約を取り消せるように。まずは相談を



傾向と対策

特殊詐欺・フィッシングメール

出典：IPAの広報資料より



傾向と対策

特殊詐欺・フィッシングメール

URLをクリックしない！

「メール受信
＝個人情報を知られている」

ではありません。



相談窓口

まずは相談。それから考える。

「１８８」はご存知ですか？？

札幌市消費者センター

電話番号：０１１ー７２８－２１２１

札幌エルプラザ（札幌駅北口）の２階にあります

北海道立消費生活センター

電話番号：０５０－７５０５－０９９９

北海道庁の別館（道庁赤レンガからみて西側）

※土曜日の対応は 全相協週末電話相談室



相談窓口

まずは相談。それから考える。

札幌弁護士会・法律相談センター（無料）

中央区（西１１丁目駅）：011-251-7730

新さっぽろ（サンピアザ）：011-896-8373

※札幌近郊にもあります。

（独法）日本司法支援センター （法テラス）（無料）

サポートダイヤル：0570-078374



ホクネットの
自己紹介

正式名称：特定非営利活動法人消費者支
援ネット北海道

（愛称：ホクネット）

URL https://www.e-hocnet.info/

・研究者・弁護士・司法書士・消費生活相
談員等で作る団体

・消費者の皆様と支援してくださる皆様に
支えられています。



適格消費者団体

２０１０（平成２２）年 ２月２５日～

不当な契約条項

・不当な勧誘行為の差止

※ 右図は消費者庁ＨＰより



③ 実際の認定までの経過と留意点



「特定」
適格消費者団体

２０２１（令和３）年１０月２０日～

「特定」適格消費者団体として認定

被害回復手続に取り組んでいます。

※ 右図は消費者庁ＨＰより



一緒に見守りを

出典：消費者庁作成「高齢者・障がい者消費者トラブル 見守りガイドブック」



一緒に見守りを

政府広報オンライン『もし、家族や自分が認知症になったら
知っておきたい認知症のキホン』より



一緒に見守りを

出典：消費者庁作成『高齢者・障がい者の消費者トラブル
見守りガイドブック』



一緒に見守りを

自分が消費者被害に巻き込まれていることに

だれでも 気が付かない／気付けない 日がきます。

家族／地域の皆さん／福祉職／各種事業者とで

見守り活動が大切

→消費者被害のことや相談窓口を知っていること

身近なネットワークの存在を知っていることが大切

→消費者庁／北海道／札幌市／福祉職のネットワーク



改めて 本日お伝えしたいこと

① 「必ず騙されます」

② 「被害に遭わない／できるだけ小さくする」
ための傾向と対策

③ 一緒に見守りに参加しませんか？


